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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのバーナ軸（４）と少なくとも１つの噴射ノズル（２）とを含むバーナ（１）の運
転方法であって、この少なくとも１つの噴射ノズル（２）が中心軸（５）と、１つの噴射
ノズル出口（９）と、前記中心軸（５）から半径方向で前記バーナ軸（４）側であって、
その内側に軸方向に延在する空気導入管（１３）を有する壁部（７）とを含み、燃料を含
んだ流体質量流がこの少なくとも１つの噴射ノズル（２）を通って噴射ノズル出口（９）
へ向かって流れるバーナ（１）において、
　前記空気導入管（１３）から前記噴射ノズル（２）の内部に空気又は不活性ガスを供給
する複数の開口（１４）を前記軸方向に沿って前記壁部（７）に設け、
　前記空気又は不活性ガスを、前記複数の開口（１４）から前記噴射ノズル（２）に吹き
込むことにより、前記軸方向で前記壁部（７）に沿って前記噴射ノズル出口（９）へ向っ
て、燃料を含んだ流体質量流と前記壁部（７）との間に空気膜又は不活性ガス膜を形成す
ることを特徴とするバーナの運転方法。
【請求項２】
　前記噴射ノズルがその中心軸（５）を中心とする円周方向を有し、空気又は不活性ガス
が円周方向に、バーナの中心軸（４）と噴射ノズルの中心軸（５）を半径方向に結ぶ直線
（２６）を基準として、少なくとも±１５°の角度範囲で噴射ノズル（２）に吹き込まれ
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記噴射ノズルがその中心軸（５）を中心とする円周方向を有し、空気又は不活性ガス
が円周方向に、バーナの中心軸（４）と噴射ノズルの中心軸（５）を半径方向に結ぶ直線
（２６）を基準として、最大で±１３５°の角度範囲で噴射ノズル（２）に吹き込まれる
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記噴射ノズルがその中心軸（５）を中心とする円周方向を有し、空気又は不活性ガス
が円周方向に、バーナの中心軸（４）と噴射ノズルの中心軸（５）を半径方向に結ぶ直線
（２６）を基準として、最大で±９０°の角度範囲で噴射ノズル（２）に吹き込まれるこ
とを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記噴射ノズルがその中心軸（５）を中心とする円周方向を有し、空気又は不活性ガス
が円周方向に、バーナの中心軸（４）と噴射ノズルの中心軸（５）を半径方向に結ぶ直線
（２６）を基準として、最大で±４５°の角度範囲で噴射ノズル（２）に吹き込まれるこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記噴射ノズルがその中心軸（５）を中心とする円周方向を有し、空気又は不活性ガス
がその中心軸（５）を中心に、バーナの中心軸（４）と噴射ノズルの中心軸（５）を半径
方向に結ぶ直線（２６）を基準として、最大で－１３５°～＋４５°、あるいは最大で－
４５°～＋１３５°の角度範囲で噴射ノズル（２）に吹き込まれることを特徴とする請求
項３に記載の方法。
【請求項７】
　空気又は不活性ガスが中心軸（５）に対して０°～６０°の角度（β）で噴射ノズル（
２）に吹き込まれることを特徴とする請求項１から６の１つに記載の方法。
【請求項８】
　１つのバーナ軸（４）と少なくとも１つの噴射ノズル（２）とを含むバーナ（１）であ
って、この少なくとも１つの噴射ノズル（２）が中心軸（５）と１つの壁部（７）とを含
み、この壁部（７）が、バーナの中心軸（４）と噴射ノズルの中心軸（５）を半径方向に
結ぶ直線（２６）を基準として、最大で－１３５°～＋１３５°、且つ、最小で－１５°
～＋１５°の角度範囲で噴射ノズルの中心軸（５）を中心にして広がっているバーナにお
いて、
　前記壁部（７）の軸方向における所定の部位に、前記噴射ノズル（２）の内部に空気又
は不活性ガスを供給する少なくとも１つの流れ通路（１４）を設けることを特徴とするバ
ーナ。
【請求項９】
　前記流れ通路が孔（１４）又は部分環状空隙（２８）として形成されていることを特徴
とする請求項８に記載のバーナ。
【請求項１０】
　前記孔（１４）が１つの中心軸（２７）を含み、この中心軸（２７）が噴射ノズル（２
）の中心軸（５）と０°～６０°の範囲の角度（β）で交わり、あるいは、前記部分環状
空隙（２８）が仮想の部分円錐状の外被（２９）を含み、この部分円錐状の外被（２９）
が噴射ノズル（２）の中心軸（５）と０°～６０°の範囲の角度（β）で交わることを特
徴とする請求項９に記載のバーナ。
【請求項１１】
　前記孔（１４）が円形または楕円形の断面を有し、あるいは、前記部分環状空隙（２８
）が複数の部分環状空隙セグメントを含むことを特徴とする請求項９又は１０に記載のバ
ーナ。
【請求項１２】
　前記孔（１４）が膜冷却用開口と同じ形状の出口断面を有することを特徴とする請求項
９から１１の１つに記載のバーナ。
【請求項１３】
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　前記部分環状空隙（２８）が運転条件に応じて閉じたり、開いたりするように構成され
ていることを特徴とする請求項９から１１の１つに記載のバーナ。
【請求項１４】
　前記部分環状空隙（２８）が構成要素の熱膨張により閉じたり、開いたりするように構
成されていることを特徴とする請求項１３に記載のバーナ。
【請求項１５】
　前記バーナ（１）が１つのパイロット燃料ノズルを含み、且つ、前記部分環状空隙（２
８）が該パイロット燃料ノズルの温度に応じて閉じたり、開いたりするように構成されて
いることを特徴とする請求項１３又は１４に記載のバーナ。
【請求項１６】
　請求項８から１５のいずれか１つに記載のバーナ（１）を少なくとも1つ含むガスター
ビン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バーナの運転方法とバーナ及びガスタービンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　予混合された噴射火炎に基づく燃焼システムは、分散された熱放出域を有し、且つ、旋
回により誘引される渦流がないことにより、特に熱音響の観点から、旋回流で安定化され
たシステムに対して有利である。噴射パルスを適切に選ぶことにより小規模な流れ構造を
発生することができ、この小さな流れ構造は音響的に誘発された熱放出の変動を消散させ
、これにより、旋回流で安定化された火炎で一般的に生じる圧力脈動を抑制する。
【０００３】
　噴射火炎は高温の循環ガスの混入により安定化される。新鮮ガス混合気の遅延された点
火と分散された熱放出という利点を有するDOCで規定された燃焼状態を調整するためには
、予混合通路における燃料分布は１つの重要なパラメータである。予混合通路における燃
料分布は使用された燃料分配器に依存するだけでなく、負荷にも依存することがある噴射
ノズルへの空気導入にも依存するので、所望の燃料分布パターンを確実に調節するために
は、付加的な対策が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この背景から本発明の第1の課題はバーナの有利な運転方法を提供することである。第
２の課題は有利なバーナを提供することである。第３の課題は有利なガスタービンを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の課題は請求項１の方法により、第２の課題は請求項８のバーナにより、第３の課
題は請求項１６のガスタービンにより解決される。従属請求項は本発明の更なる有利な形
態を含む。
【０００６】
　本発明によるバーナ運転方法は、１つのバーナ軸と少なくとも１つの噴射ノズルとを有
するバーナに関する。しかし一般的にはそのバーナ軸の周りに複数の噴射ノズルが配置さ
れている。その少なくとも１つの噴射ノズルは１つの中心軸と、１つの噴射ノズル出口と
、このノズルの中心軸から半径方向にバーナ軸側に在る１つの壁部とを含む。燃料を含ん
だ流体質量流は少なくとも１つの噴射ノズルを貫流して噴射ノズル出口へ流れる。本発明
による方法は次の特徴を有する。すなわち、空気又は不活性ガスがバーナ軸側の壁部に沿
って少なくとも１つの噴射ノズルに吹き込まれることにより、噴射ノズル出口において燃
料を含んだ流体質量流とバーナ軸側の壁部との間に空気膜又は不活性ガス膜が形成される
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ことを特徴とする。
【０００７】
　本発明においては、噴射ノズル中心軸とバーナ軸との間にある噴射ノズルの壁部分をこ
こではバーナ軸側の壁部と呼ぶ。
【０００８】
　本発明による方法において、噴射ノズル出口におけるバーナ軸側の部分に燃料が全くな
いか、非常に僅かしかないことが特に有利である。すなわち、この部分に多すぎる燃料が
あると、火炎の早期点火が生じ、これは望ましくない。本発明の方法ではこの部分に燃料
が全くないか、非常に僅かしかないので、点火が遅延される。遅延された点火により混合
長がより大きくなり、これにより窒素酸化物の量が減少する。他方、遅延された点火によ
り分散された熱放出が可能となり、このことは熱音響の観点から有利である。
【０００９】
　本発明により基本的に、噴射ノズルにおける膜形成のために空気ないしは不活性ガスを
的確に吹き込むことによって、燃料分布パターンが、例えばこの燃料分布パターンのバー
ナ軸側部分が燃料を全く含まないか、あるいはほんの僅かしか含まないように変えられる
。この場合の目標は、この燃料パターンを形成するためにできるだけ少量の空気ないしは
不活性ガスしか使用しないことである。
【００１０】
　少なくとも１つの噴射ノズルがその中心軸を中心とする円周方向を有するとよい。この
場合に空気あるいは不活性ガスは、バーナ軸と噴射ノズル中心軸とを
半径方向に結ぶ直線を基準として、少なくとも±１５°の角度の範囲で噴射ノズルに円周
方向に注入されるとよい。この方法により、この燃料分布パターンのバーナ軸側部分が燃
料を全く含まないか、あるいはほんの僅かしか含まないようにすることが達成される。
【００１１】
　更に、空気あるいは不活性ガスは、バーナ軸と噴射ノズル中心軸とを半径方向に結ぶ直
線を基準として、最大でも±１３５°の範囲で、好ましくは最大±９０°の範囲で、さら
に好ましくは最大±４５°の角度の範囲で噴射ノズルに円周方向に注入されるとよい。こ
の場合、隣接して複数の噴射ノズルが在る時には、空気あるいは不活性ガスを隣接する噴
射側においても注入するとよい。この空気あるいは不活性ガスは噴射火炎が一体化成長す
るのを妨げ、これにより、噴射火炎方式のバーナシステムで求められている有利な熱放出
ゾーンを形成することが可能となる。隣接する噴射へのこの空気あるいは不活性ガスの注
入は両側でも、あるいは片側だけで行なってもよい。
【００１２】
　また、空気又は不活性ガスは噴射ノズル中心軸の円周方向に、バーナ軸と噴射ノズル中
心軸とを半径方向に結ぶ直線を基準にして、最大で－１３５°～＋４５°、あるいは最大
で－４５°～＋１３５°の非対称な角度範囲で噴射ノズルに注入してもよい。これにより
、空気あるいは不活性ガスの隣接する噴射へのそれぞれ片側の注入が達成される。
【００１３】
　基本的には、少なくとも１つの噴射ノズルが１つの中心軸を有するとよい。空気あるい
は不活性ガスがこの中心軸に対して０°～６０°の範囲で噴射ノズルに注入されるのが好
ましい。
【００１４】
　本発明によるバーナは１つのバーナ軸と少なくとも１つの噴射ノズルを有する。しかし
、このバーナ軸を取囲んで配置された複数の噴射ノズルを有することもできる。この少な
くとも１つの噴射ノズルは１つの中心軸と１つの壁部とを有し、この壁部は、バーナの中
心軸４と噴射ノズルの中心軸５を半径方向に結ぶ直線を基準として、最大で－１３５～＋
１３５°、最小で－１５°～＋１５°の範囲で、この中心軸を中心として広がっている（
以降、バーナ軸側の壁部と呼ぶ）。本発明によるバーナは、この噴射ノズル中心軸を中心
として最大で－１３５°～＋１３５°、最小で－１５°～＋１５°の範囲で取囲んで広が
っているこの壁部のみが、空気あるいは不活性ガス導入のためにこの噴射ノズルに合流す
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る少なくとも１つの流路を有することを特徴とする。本発明によるバーナは、上述した本
発明による方法を実施するのに適している。この流れ通路は特に空気槽または不活性ガス
源と接続することができる。
【００１５】
　噴射ノズルに合流する少なくとも１つの流れ通路を含むこの壁部が噴射ノズル中心軸を
中心として、最大で±９０°の角度範囲、特に最大で±４５°、または、最大で－４５°
～＋１３５°、あるいは最大で－１３５°～＋４５°の範囲で取囲んで広がっているとよ
い。後者の２つの場合にはそれぞれ隣接する火炎側への空気または不活性ガスの片側の注
入が達成される。
【００１６】
　前記流れ通路は孔または部分的な環状空隙として形成されるのが好ましい。この孔は特
に１つの中心軸を有することができ、この中心軸は噴射ノズルの中心軸と０°～６０°の
角度、特に２０°～４０°の角度をなす。中央流により噴射ノズル中で押し流される注入
された空気ないし不活性ガスは、特に有効な膜を形成する。この孔は例えば円形、楕円形
または他の任意の断面を有することができる。この孔が膜冷却用開口と同じ形状の出口断
面を有すると特に有利である。注入された空気ないし注入された不活性ガスに対する基準
は、膜冷却用空気の場合と同様に、空気ないし不活性ガスができるだけ中央流と混ざり合
わないことである。
【００１７】
　この流れ通路を部分的環状空隙として形成する場合には、この部分的環状空隙が噴射ノ
ズル中心軸と０°～６０°の角度、特に２０°～４０°の角度で交わる仮想の部分円錐状
の外被を形成するのがよい。この部分的環状空隙は好適には複数の部分的環状空隙セグメ
ントを含むことができる。
【００１８】
　さらに、この部分的環状空隙は運転条件に応じて閉じたり開いたりするように構成する
ことができる。例えばこの部分的環状空隙を、構造部品の熱膨張により、特に境界をなす
部品の熱膨張により閉じたり開いたりするように構成することができる。例えばバーナが
パイロット燃料ノズルを有することができ、この部分的環状空隙をパイロット燃料ノズル
の温度に応じて閉じたり開いたりするように構成することができる。特に部分負荷領域で
パイロット燃料ノズルが熱い場合にはこの空隙が閉じるようにし、他方、非常に少ないパ
イロットガスの場合には、すなわち部分負荷領域に比べて冷たいパイロット燃料ノズルの
場合、基底負荷近傍では、最大となるようにすることができる。
【００１９】
　本発明によるバーナにより空気膜あるいは不活性ガス膜の使用が可能となり、これによ
り、噴射式バーナにおける混合パターンを運転に最適となるように形作ることができる。
【００２０】
　本発明によるガスタービンは少なくとも１つの前述したバーナを含む。このガスタービ
ンの特性と長所は既述の本発明によるバーナの特性から明らかである。総合すると、本発
明は空気膜あるいは不活性ガス膜の利用により、噴射式バーナにおける混合パターンを運
転に最適となるように形作ることができる。
【００２１】
　本発明の更なる特徴、特性および利点を実施例をもとに、添付図を参照して詳述する。
ここで記載された複数の特徴は個別でも、それらを組合わせても利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ガスタービンの模式図
【図２】噴射式バーナの長手方向に垂直な断面の模式図
【図３】他の噴射式バーナの長手方向に垂直な断面の模式図
【図４】噴射式バーナの長手方向の部分断面の模式図
【図５】噴射ノズル出口の不利な燃料分布パターンの模式図
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【図６】噴射ノズル出口の有利な燃料分布パターンの模式図
【図７】噴射ノズル出口の他の有利な燃料分布パターンの模式図
【図８】噴射ノズル出口の他の有利な燃料分布パターンの模式図
【図９】噴射ノズル出口の他の有利な燃料分布パターンの模式図
【図１０】噴射ノズル出口の他の有利な燃料分布パターンの模式図
【図１１】噴射ノズル出口の他の有利な燃料分布パターンの模式図
【図１２】噴射ノズルの長手方向の部分断面の模式図
【図１３】図１２に示された噴射ノズルのXIII－XIII 断面の模式図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施例を図１から図１３に基づいて詳細に説明する。
図１はガスタービンの模式図である。ガスタービンは軸１０７と回転軸の周りを回転可能
に支持されたロータを内部に有する。これはタービンロータとも呼ばれる。このロータに
沿って、吸込みハウジング１０９、圧縮機１０１、複数の噴射式バーナ１を備えた燃焼シ
ステム１５１、タービン１０５および排ガスハウジング１９０が順次設けられている。
【００２４】
　この燃焼システム１５１は環状の高温ガス通路と繋がっている。そこでは相前後して接
続された複数のタービン段がタービン１０５を形成している。各タービン段は翼輪で形成
されている。作動媒体の流れ方向に見て高温ガス通路に静翼輪１１７の後方に複数の動翼
１１５で形成された動翼輪が設けられている。これらの静翼１１７はステータの内部ハウ
ジングに固定されており、動翼輪の複数の動翼１１５は例えばタービン円板により列状に
ロータに取付けられている。このロータに発電機または作業機械が結合されている。
【００２５】
　ガスタービンの運転中に吸込みハウジング１０９を通って圧縮機１０１から空気が吸込
まれ、圧縮される。圧縮機１０１のタービン側端部に供給される圧縮空気は燃焼システム
１５１に導かれ、そこで燃料と混合される。次いでこの混合気は噴射式バーナ１により燃
焼システム１５１で燃焼され、この間に作動媒体を形成する。この作動媒体はそこから高
温ガス通路に沿って静翼１１７に流れ、そして動翼１１５を通り抜ける。動翼１１５にお
いて作動媒体は衝動を伝達しつつ膨張し、これにより、動翼１１５はロータを駆動し、ロ
ータがそれに連結された（図示されていない）作業機械ないし発電機を駆動する。
【００２６】
　燃焼システム１５１は少なくとも１つの本発明によるバーナを含み、基本的には１つの
環状燃焼器または複数の管状燃焼器を含むことができる。
【００２７】
　図２は噴射式バーナ１の中心軸４に垂直な断面の模式図である。このバーナ１はほぼ円
形断面のケーシング６を含む。ケーシング６の内部には特定の数の噴射ノズル２がほぼ環
状に配置されている。ここで各噴射ノズル２はほぼ円形の断面を有する。さらにバーナ１
が１つのパイロットバーナを含むことができる。
【００２８】
　図３は別の噴射バーナ１aの断面図であり、この断面はバーナ１aの中心軸に垂直である
。このバーナ１aも同様に円形断面を有するケーシング６を有し、このケーシング内に複
数の内側噴射ノズル３と複数の外側噴射ノズル２が配置されている。噴射ノズル２と３は
それぞれ円形の断面を有し、外側噴射ノズル２の断面は内側噴射ノズル３の断面と同じか
、それよりも大きい。複数の外側噴射ノズル２はケーシング６の内部にほぼ環状に配置さ
れており、１つの外側リングを形成している。複数の内側噴射ノズル３も同様にケーシン
グ６の内部にほぼ環状に配置されている。これらの内側噴射ノズル３は１つの内側リング
を形成し、この内側リングは外側リングと同心的に配置されている。
【００２９】
　図２と３は単に噴射バーナ１、１aの内部における噴射ノズル２，３の配置の例を示し
たに過ぎない。異なる数の噴射ノズル２、３を使用するような他の配置案も当然ながら可
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能である。
【００３０】
　図４は本発明による噴射式バーナ１の一部の長手方向断面、すなわち、バーナ１の中心
軸４に沿った断面の模式図である。このバーナ１はケーシング６の内部に配置された少な
くとも１つの噴射ノズル２を有する。この噴射ノズルの中心軸は符号５で示されている。
噴射ノズル２は１つの噴射ノズル入口８と１つの噴射ノズル出口９とを有する。噴射ノズ
ル出口９に燃焼室１８が接続されている。また、噴射ノズル２は、噴射ノズル入口８がバ
ーナ１の背面壁２４側を向いているように配置されている。ケーシング６はさらにバーナ
１の中心軸４の半径方向に１つのケーシング外側部１２７を含む。
【００３１】
　この噴射ノズル２は流体技術的に１つの圧縮機と接続されている。この圧縮機から送ら
れてくる圧縮空気は環状空隙２２ａを通って噴射ノズル入口８に導かれ、及び/又は、空
気入口開口２３を通って噴射ノズル２の中心軸５の半径方向に噴射ノズル入口８に導かれ
る。圧縮空気が環状空隙２２ａを通って噴射ノズル入口８に導かれる場合には、圧縮され
た空気は環状空隙２２ａを通って符号１５の矢印の方向に、すなわち噴射ノズル２の中心
軸５と平行に流れる。矢印１５の方向に流れる空気はバーナ１の背面壁２４で１８０°方
向転換し、次いで噴射ノズル入口８を通って噴射ノズル２に流入する。噴射ノズル２の内
部の空気の流れ方向が矢印１０で示されている。
【００３２】
　圧縮空気を環状空隙２２ａを通って導入する方法に替えて、あるいはこれに加えて、圧
縮機から送られてくる圧縮空気を、噴射ノズル２の中心軸５の半径方向に配置された開口
２３を通って導入することもできる。開口２３を通って流れる圧縮空気の流れ方向が矢印
１６で示されている。この場合には圧縮空気は９０°方向転換され、次いで噴射ノズル入
口８を通って噴射ノズル２に流入する。
【００３３】
　さらに、噴射ノズル入口８に１つの燃料ノズル１９が設けられており、これを通して燃
料１２が噴射ノズル２に吹き込まれる。この燃料の流れ方向が符号１７で示されている。
これに加えて、あるいはこれに替えて、燃料ノズル１９はその周囲に複数の燃料出口開口
１１９を有することができ、これらの開口を介して燃料を図４の破線で示された矢印１１
７の方向に導くことができる。
【００３４】
　噴射ノズル２はさらにバーナ軸４の側の壁部７を含む。このバーナ軸側の壁部はここで
は、噴射ノズル２の中心軸５とバーナ軸４との間に在る噴射ノズル壁部を意味する。この
バーナ軸側の壁部７は特に中心軸５を中心とし、バーナの中心軸４と噴射ノズルの中心軸
５を半径方向に結ぶ直線２６を基準として、最大で－１３５°～＋１３５°、最小で－１
５°～＋１５°の角度範囲で広がっていると良い。
【００３５】
　バーナ軸側の壁部７には、ケーシング６の内側に圧縮機と接続している空気導入管１３
がある。この空気導入管１３から出発して複数の空気吹き込み開口１４が噴射ノズル２の
内部に通じている。これらの空気吹き込み開口１４はこの実施例では円形断面の孔として
形成されている。これらはそれぞれ中心軸２７を有し、この中心軸２７は噴射ノズルの中
心軸５と角度βで交わっており、この角度βは例えば０°～６０°、特に２０°～４０°
とするとよい。
【００３６】
　空気の代わりに導入管を通って不活性ガスを導くこともできる。この場合には導入管１
３は圧縮機とは接続されず、不活性ガス貯蔵槽ないしは不活性ガス源と接続される。
【００３７】
　空気導入管１３と複数の空気吹込み開口１４とを通った空気は、矢印１０で示された中
央流により押し流され、したがってバーナ軸側の壁部７に沿って空気膜を形成するように
噴射ノズルに吹き込まれる。この吹き込まれた空気の流れ方向が符号２０で示されている
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。
【００３８】
　本発明によるバーナ１は基本的にはケーシング外側部１２７なしでも、あるいは外部ケ
ーシング１２７なしでも構成可能である。この場合には圧縮空気は「プレナム」すなわち
背面壁２４と噴射ノズル入口８との間の領域に直接流入する。
本発明によるバーナ１はさらに背面壁２４なしの構成とすることも可能である。
【００３９】
　図５はバーナ軸側の壁部での本発明による空気膜が形成されない状態で噴射ノズル出口
に形成される燃料分布パターンの模式図である。方向の基準として噴射ノズル２の中心軸
５とバーナの中心軸４とを半径方向に結ぶ直線が符号２６で示されている。
【００４０】
　図５で模式的に示された燃料分布パターンは、噴射ノズル２の外側領域、すなわち噴射
ノズル壁部において燃料濃縮領域が形成される特徴を有する。さらに２つの燃料濃縮領域
２５が噴射ノズル中心軸５の近傍に存在している。さらに、噴射ノズル中心軸５の近傍に
燃料の無い、ないしは燃料希薄領域２１ならびに所望の空気・燃料混合気が支配的な領域
２２が存在している。図５で模式的に示された燃料分布パターンは、バーナ軸側の壁部７
において燃料が支配的であるので、不利である。この燃料濃縮領域２５は噴射ノズル２へ
の空気の流入に起因する。
【００４１】
　本発明による方法によって、すなわちバーナ軸側の壁部７に沿って空気を吹き込み空気
膜を形成することによって、図６に模式的に示された燃料分布パターンが得られる。この
パターンは、バーナ軸側の壁部７では燃料の無い領域２１が支配的であるという特徴を有
する。この領域２１は理想的には燃料が無いのが望ましいが、燃料が希薄であってもよい
。図６に模式的に示された燃料分布パターンは、空気膜２１がバーナ軸側の壁部７におけ
る噴射火炎の早期点火を妨げ、分散された熱放射を可能にするので、有利である。
【００４２】
　図７から図１２は、特に本発明によるバーナを用いた本発明による方法によって生じる
燃料分布パターンを模式的に示したものである。図７に示された燃料分布パターンは、燃
料の無い領域ないしは燃料の希薄な領域がバーナ軸側の壁部７に沿って、バーナの中心軸
４と噴射ノズルの中心軸５を半径方向に結ぶ直線２６を基準として、噴射ノズル２の中心
軸５を中心として－α～＋αの角度の間に形成される、という特徴を有する。この角度α
は図７では約４５°である。この燃料の無い領域ないしは燃料の希薄な領域２１は、上記
の連結直線２６を基準とし、噴射ノズル２の中心軸５を中心として、－α～＋αの角度内
に空気を吹き込むことにより形成される。この角度αは、図８では９０°、図９では１５
°、図１０では１３５°である。
【００４３】
　図１０に示された燃料分布パターンは図７および図９のパターンとは異なり、バーナ軸
４の方向での空気膜による燃料の遮蔽に加えて、それぞれの隣接する複数の噴射ノズルへ
の遮蔽もでき、これにより火炎の一体化成長を防ぐことができる、という特徴を有する。
【００４４】
　図１１に示された燃料分布パターンは、燃料の無い領域ないしは燃料の希薄な領域２１
が、連結直線２６を基準として、噴射ノズル２の中心軸５を中心として、－１３５°～＋
４５°の非対称な角度内に広がっている、という特徴を有する。図１１に示されたパター
ンにより、隣接する１つの噴射ノズルへの片側の遮蔽とバーナ中心軸４の方向の遮蔽とが
できる。この構成は使用される空気量ないしは不活性ガス量をできるだけ少なくするのに
有効である。
【００４５】
　図１２と図１３は部分的な環状空隙による本発明によるバーナの別の構成を示す。図１
２は噴射ノズルの一部の長手方向断面の模式図である。図１３は図１２に示された噴射ノ
ズルの中心軸５と垂直な断面を示す。
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　図１２と図１３に示された噴射ノズル２は部分的環状空隙２８を含む。この部分的環状
空隙２８を通って空気が流れ方向２０に沿って吹き込まれる。噴射ノズル２を貫流する空
気・燃料混合気の流れ２２によりバーナ軸側の壁部７に沿って空気膜が形成される。
【００４７】
　この部分的環状空隙２８は符号２９で示された仮想の部分円錐状の外被を形成し、この
部分円錐状の外被は噴射ノズル２の中心軸５と角度βをなし、βは０°～６０°、特に２
０°～４０°である。
【００４８】
　図１３は図１２に示された噴射ノズルのXIII－XIII 断面の模式図である。図１３に示
された部分的環状空隙２８は複数の部分的環状空隙セグメントを含み、この実施例では３
つの部分的環状空隙セグメント３０を含んでいる。部分的環状空隙２８を複数の部分的環
状空隙セグメント３０で構成することにより、空隙の大きさの制御性、特に形成される空
気膜の角度範囲αの制御性と調整性が向上する。さらに、部分的環状空隙セグメント３０
の構成により部分的環状空隙２８部分での噴射ノズル２の強度が向上する。
【００４９】
　この部分的環状空隙２８は運転条件、例えば構成要素の熱膨張に応じて閉じたり、開い
たりするように構成することができる。このバーナ１は少なくとも１つのパイロット燃料
ノズルを含むことができ、この部分的環状空隙２８は、パイロット燃料ノズルと熱的に接
触し、パイロット燃料ノズルの温度に応じて閉じたり、開いたりするように構成すること
ができる。例えば部分負荷運転中にパイロット燃料ノズルが高温になると部分的環状空隙
２８が閉じ、他方、基底負荷近傍で非常に少量のパイロットガスの場合には、すなわちパ
イロット燃料ノズルがより低温の場合には部分的環状空隙２８は最大となる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　　　噴射式バーナ
　２、３　　噴射ノズル
　４　　　　バーナの中心軸
　５　　　　噴射ノズルの中心軸
　６　　　　バーナケーシング
　７　　　　噴射ノズルにおけるバーナ軸側の壁部
　８　　　　噴射ノズル入口
　９　　　　噴射ノズル出口
　１２　　　燃料
　１３　　　空気導入管
　１４　　　空気吹き込み開口
　１８　　　燃焼室
　１９　　　燃料ノズル
　２０　　　吹き込まれた空気流の方向
　２１　　　燃料の無い領域、あるいは希薄な領域
　２２　　　所望の混合気
　２３　　　空気入口開口
　２４　　　背面壁
　２６　　　バーナの中心軸４と噴射ノズルの中心軸５を半径方向に結ぶ直線
　２８　　　部分的環状空隙
　３０　　　部分的環状空隙セグメント
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